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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　搭載された電子部品の電極端子と外部接続端子としてのポストとが導電パターンによっ
て電気的に接続された電子部品パッケージを製造する際に、
　支持板の一面側に、前記電子部品が挿入される電子部品用凹部を形成する工程と、
　前記電子部品用凹部よりも周縁側の前記支持板の一面側に、前記ポストが形成されるポ
スト用凹部を形成する工程と、
　前記電子部品用凹部および前記ポスト用凹部の内壁面を含む前記支持板の一面側の全面
に剥離層を形成する工程と、
　前記剥離層を介して前記ポスト用凹部に導電材を充填して前記ポストを形成する工程と
、
　前記剥離層を介して前記電子部品用凹部に前記電極端子が形成された面と反対側の背面
から前記電子部品を挿入する工程と、
　前記支持板の一面側において、前記剥離層、前記ポスト、および前記電子部品を覆うよ
うに樹脂層を形成する工程と、
　前記樹脂層に、前記電極端子および前記ポストが底面に露出する各凹部を形成する工程
と、
　前記電極端子と前記ポストとを前記各凹部を通じて電気的に接続する導体パターンを前
記樹脂層上に形成する工程と、
　前記樹脂層上の前記導体パターンを更に樹脂層で覆って、前記導体パターンを前記樹脂
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層で封止する工程と、
　前記剥離層と共に前記支持板を除去して、前記電子部品および前記ポストを露出する工
程と、
を含むことを特徴とする電子部品パッケージの製造方法。
【請求項２】
　前記電子部品用凹部と前記ポスト用凹部との各々を別工程で、前記支持板の一面側にサ
ンドブラストを施して形成し、
　前記ポスト用凹部の形成の際、前記電子部品用凹部よりも凹部の深さを深くする請求項
１記載の電子部品パッケージの製造方法。
【請求項３】
　前記支持板として、シリコン又はガラスから成る支持板を用いる請求項１又は請求項２
記載の電子部品パッケージの製造方法。
【請求項４】
　前記支持板として、シリコンから成る支持板を用い、前記電子部品用凹部と前記ポスト
用凹部との各々を、ドライエッチングによって形成する請求項１記載の電子部品パッケー
ジの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電子部品パッケージの製造技術に関し、更に詳細には搭載された電子部品の電
極端子と外部接続端子としてのポストとが導電パターンによって電気的に接続された電子
部品パッケージの製造技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体素子等の電子部品は、電子部品が実装された実装装置の小型化等のため、薄くな
ってきている。このため、電子部品が搭載された電子部品パッケージも、搭載された電子
部品と同等に薄い電子部品パッケージが要請されつつある。
　かかる要請に応えるべく、下記特許文献１には、搭載された電子部品と同等の厚さの電
子部品パッケージの製造方法が提案されている。
　この特許文献１に提案された電子部品パッケージの製造方法を図９に示す。図９に示す
電子部品パッケージの製造方法では、図９（ａ）に示す様に、搭載する電子部品と等しい
厚さの樹脂板１００の所定箇所に貫通孔１０２を穿設した後、樹脂板１００の一面側に樹
脂フィルム１０４を貼着する。
　この様に、開口部の一方が樹脂フィルム１０４で覆われた貫通孔１０２内に、図９（ｂ
）に示す様に、電子部品１０６を挿入する。この際に、電子部品１０６の電極端子１０６
ａ，１０６ａ・・は、樹脂フィルム１０４側となるように挿入する。
　挿入した電子部品１０６と貫通孔１０２との隙間１０２ａは、図９（ｃ）に示す様に、
樹脂１０８によって充填し、電子部品１０６を貫通孔１０２内に固定する。
【０００３】
　次いで、図９（ｄ）に示す様に、樹脂フィルム１０４を剥ぎ取った樹脂板１００の一面
側全面を覆う樹脂層１１０に、底面に電子部品１０６の電極端子１０６ａが露出する凹部
１１２を形成した後、図９（ｅ）に示す様に、凹部１１２の底面に露出する電極端子１０
６ａと電気的に接続された導体パターン１１４を形成する、いわゆるビルドアップ法によ
って樹脂層１１０を介して導体パターン１１４を積層する［図９（ｆ）］。
【特許文献１】米国特許第６，５８６，８２２号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　図９に示す電子部品パッケージの製造方法によれば、電子部品の厚さと同程度の薄い電
子部品パッケージを形成できる。
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　しかし、図９に示す電子部品パッケージの製造方法によって得られた電子部品パッケー
ジには、樹脂板１００が残されている。このため、得られた電子部品パッケージは、その
厚さは薄いものの、その面積が大きくなる。
　一方、電子部品パッケージが実装される実装装置では、その小型化のため、電子部品パ
ッケージの面積も小面積化が求められている。
　そこで、本発明は、厚さを搭載した電子部品と同等にできるものの、面積が大きくなる
という従来の電子部品パッケージの製造技術の課題を解決し、厚さ及び面積を共に小型化
可能な電子部品パッケージの製造技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者等は、前記課題を解決すべく、図９に示す電子部品パッケージの製造方法にお
いて、樹脂板１００を用いることなく電子部品パッケージを製造できないか検討したとこ
ろ、電子部品１０６が薄く且つ小型化されているため、電子部品１０６の強度が電子部品
パッケージの製造工程で作用する応力に耐えられないことが判明した。
　このため、本発明者等は、支持板で電子部品を支持しつつ電子部品パッケージを形成し
、最終的に支持板を除去することによって、支持板を含まない電子部品パッケージを形成
できることを知り、本発明に到達した。
【０００６】
　すなわち、本発明は、搭載された電子部品の電極端子と外部接続端子としてのポストと
が導電パターンによって電気的に接続された電子部品パッケージを製造する際に、支持板
の一面側に、前記電子部品が挿入される電子部品用凹部を形成する工程と、前記電子部品
用凹部よりも周縁側の前記支持板の一面側に、前記ポストが形成されるポスト用凹部を形
成する工程と、前記電子部品用凹部および前記ポスト用凹部の内壁面を含む前記支持板の
一面側の全面に剥離層を形成する工程と、前記剥離層を介して前記ポスト用凹部に導電材
を充填して前記ポストを形成する工程と、前記剥離層を介して前記電子部品用凹部に前記
電極端子が形成された面と反対側の背面から前記電子部品を挿入する工程と、前記支持板
の一面側において、前記剥離層、前記ポスト、および前記電子部品を覆うように樹脂層を
形成する工程と、前記樹脂層に、前記電極端子および前記ポストが底面に露出する各凹部
を形成する工程と、前記電極端子と前記ポストとを前記各凹部を通じて電気的に接続する
導体パターンを前記樹脂層上に形成する工程と、前記樹脂層上の前記導体パターンを更に
樹脂層で覆って、前記導体パターンを前記樹脂層で封止する工程と、前記剥離層と共に前
記支持板を除去して、前記電子部品および前記ポストを露出する工程と、を含むことを特
徴とする電子部品パッケージの製造方法にある。
【０００７】
　かかる本発明において、前記電子部品用凹部と前記ポスト用凹部との各々を別工程で、
前記支持板の一面側にサンドブラストを施して形成し、前記ポスト用凹部の形成の際、前
記電子部品用凹部よりも凹部の深さを深くすることによって、挿入する電子部品に合った
電子部品用凹部などを容易に形成できる。
　この支持板としては、シリコン又はガラスから成る支持板を用いることによって、電子
部品を確実に支持できる。更に、支持板として、シリコンから成る支持板を用い、電子部
品用凹部とポスト用凹部との各々を、ドライエッチングによって形成できる。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明では、支持板によって電子部品を支持しつつ、電子部品パッケージを製造できる
。このため、電子部品の変形等を回避できる。
　しかも、支持板の一面側に、剥離層を介して電子部品パッケージが形成されており、支
持板を電子部品パッケージから剥離できる。このため、支持板をエッチングによって溶解
除去する場合に比較して、支持板を電子部品パッケージから簡単に且つ短時間で剥離でき
る。
　この様に、電子部品パッケージの製造工程で必要な支持板を、電子部品パッケージから
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剥離できるため、得られた電子部品パッケージを薄く且つ小面積に形成できる。
　更に、本発明では、電子部品を挿入して位置決めできる大きさの凹部を、支持板に直接
に形成する。このため、この凹部内に挿入した電子部品の電極端子は正確に位置決めでき
、電極端子と接続される導体パターンの位置ずれを防止できる結果、得られた電子部品パ
ッケージの信頼性を向上できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明に係る電子部品パッケージの製造方法の一例を図１～図３に示す。この電子部品
パッケージの製造方法では、図１（ａ）に示す様に、シリコン又はガラスから成る支持板
１０の一面側に、電子部品としての半導体素子が挿入されて位置決めされる大きさで且つ
挿入される半導体素子の厚さと等しい深さの電子部品用凹部１２（以下、凹部１２と称す
ることがある）を形成する。この凹部１２は、支持板１０の一面側に貼着したドライフィ
ルム１４の所定箇所に支持板１０の一面側が露出する開口部を形成した後、サンドブラス
トによって形成する。サンドブラストによれば、挿入する半導体素子の形状に合わせて凹
部１２を正確に形成できる。
　更に、図１（ｂ）に示す様に、凹部１２よりも支持板１０の周縁側に、深さが凹部１２
よりも深いポスト用凹部１６，１６（以下、凹部１６と称することがある）を形成する。
この凹部１６も、支持板１０の一面側に貼着したドライフィルム１５の所定箇所に支持板
１０の一面側が露出する開口部を形成した後、サンドブラストによって形成する。
　かかる凹部１２及び凹部１６，１６の内壁面を含む支持板１０の一面側からドライフィ
ルム１５を剥離して、支持板１０の一面側の全面に、図１（ｃ）に示す様に、剥離層１８
を形成する。この剥離層１８は、金属製であって、その拡大図に示す様に、支持板１０の
一面側からチタン又はクロムから成る層１８ａ、錫層１８ｂ及銅層１８ｃによって形成さ
れている。かかる剥離層１８では、チタン又はクロムから成る層１８ａと錫層１８ｂとの
境界面が剥離され易い。この剥離層１８は、スパッタ、蒸着、無電解めっき又は電解めっ
きによって順次所定の金属層を積層して得ることができる。
　尚、剥離層１８としては、チタン又はクロムから成る層１８ａと錫層１８ｂとの間に、
銅層を加えた、支持板１０の一面側からチタン又はクロムから成る層－銅層－錫層－銅層
が順次積層された剥離層であってもよい。
【００１０】
　支持板１０の一面側に形成した凹部１６，１６には、図２（ａ）に示す様に、支持板１
０の一面側を覆うドライフィルム１７の凹部１６，１６に対応する部分を開口した後、金
属製の剥離層１８を給電層とする電解銅めっきを施して、凹部１６，１６内に銅を充填し
てポスト２０，２０を形成する。
　このドライフィルム１７を剥離した後、図２（ｂ）に示す様に、凹部１２内に半導体素
子２２を挿入する。この凹部１２は、半導体素子２２の位置決めを行うことができる大き
さで且つ半導体素子２２の厚さと等しい深さに形成されている。このため、凹部１２に挿
入された半導体素子２２は正確に位置決めされ、その電極端子２２ａ，２２ａも正確に位
置決めされる。
　かかる電極端子２２ａ，２２ａの各々と所定のポスト２０とを接続する導体パターンを
形成する。
　かかる導体パターンを形成する際には、いわゆるアディティブ法やセミアディティブ法
等の公知の方法を採用できる。図２（ｃ）では、支持板１０の一面側を覆うように形成し
た樹脂層２４に、ポスト２０，２０の各々が底面に露出する凹部と、半導体素子２２の電
極端子２２ａ，２２ａが底面に露出する凹部を形成した後、無電解銅めっき、蒸着又はス
パッタ等によって樹脂層２４の一面に薄金属層２６を形成する。
　この薄金属層２６上に貼着したドライフィルム１９に、図２（ｄ）に示す様に、パター
ニングを施した後、薄金属層２６を給電層とする電解銅めっきを施して、図２（ｅ）に示
す様に、導体パターン２８，２８を形成する。
【００１１】
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　次いで、図２（ｆ）に示す様に、ドライフィルム１９を剥離して露出した薄金属層２６
をエッチングによって除去し、導体パターン２８，２８間を絶縁する。
　更に、図３（ａ）に示す様に、形成した導体パターン２８，２８を樹脂層２４によって
樹脂封止して電子部品パッケージ３０を形成する。
　この電子部品パッケージ３０と支持板１０とを、剥離層１８によって剥離したとき、図
３（ｂ）に示す様に、剥離層１８の一部が付着している。このため、電子部品パッケージ
３０に付着している剥離層１８を、エッチングによって除去することによって、図３（ｃ
）に示す電子部品パッケージ３０を得ることができる。
　かかる電子部品パッケージ３０では、半導体素子２２の電極端子２２ａ，２２ａの各々
と、半導体素子２２の厚さよりも厚く形成したポスト２０とが、樹脂層２４に封止された
導体パターン２８によって電気的に接続されている。
　図３（ｃ）に示す電子部品パッケージ３０では、支持板１０が残留していないため、半
導体素子２２として厚さが２０μｍ程度の半導体素子２２を用いた場合、樹脂層２４の上
面からポスト２０の下端までの厚さＨを１００μｍ程度とすることができ、その面積も小
面積化できる。
　図３（ｃ）に示す電子部品パッケージ３０では、その上面側に何等設けることができな
いが、図３（ａ）に示す工程において、図４（ａ）に示す様に、導体パターン２８に一端
が接続され且つ他端が樹脂層２４の上面側に露出するヴィア３２を形成することによって
、図４（ｂ）に示す様に、電子部品パッケージ３０の上面側に他の電子部品３４を装着で
きる。かかる他の電子部品３４としては、半導体素子等の能動部品、キャパシタ等の受動
部品を採用できる。
　尚、電子部品パッケージ３０を剥離した支持板１０は、シリコン又はガラスによって形
成されているため、再度、支持板１０として再利用できる。
【００１２】
　図１～図４に示す電子部品パッケージの製造方法では、支持板１０に凹部１２，１６を
形成していたが、支持板１０に凹部１２，１６を形成することなく電子部品パッケージを
得ることができる製造方法を図５～図６に示す。
　先ず、シリコン又はガラスから成る支持板４０の一面側に、剥離層４２を介して金属か
ら成るシード層４４を形成する。この剥離層４２は、樹脂から成る剥離層である。この樹
脂としては、アクリル系樹脂、ノボラック型フェノール樹脂、ＨＭＤＳ（ヘキサメチルジ
シラザン）等を好適に用いることができる。また、シード層４４は、無電解めっき、スパ
ッタ、電解めっき、蒸着等を組み合わせて形成できる。
　このシード層４４上には、図５（ｂ）に示す様に、搭載する電子部品としての半導体素
子と同一厚さの第1樹脂層４６を形成した後、底面にシード層４４が露出するポストを形
成するポスト用凹部５２（以下、凹部５２と称することがある）を形成する。更に、シー
ド層４４を給電層とする電解銅めっきによって、凹部５２内に銅を充填してポスト５４を
形成する。
　次いで、底面にシード層４４が露出する半導体素子を挿入する電子部品用凹部５０（以
下、凹部５０と称することがある）を形成する。この凹部５０は、挿入された半導体素子
の位置決めができるように、その面積も挿入される半導体素子と略同程度で且つ深さも半
導体素子の厚さと等しい。このため、図５（ｂ）に示す様に、凹部５０に挿入された半導
体素子５６は正確に位置決めができ、その電極端子５６ａ，５６ａも正確に位置決めがな
される。
【００１３】
　かかる電極端子５６ａ，５６ａの各々と所定のポスト５４とを接続する導体パターンを
形成する。
　かかる導体パターンを形成する際には、いわゆるアディティブ法やセミアディティブ法
等の公知の方法を採用できる。図５（ｃ）では、支持板４０の一面側を覆うように形成し
た第２樹脂層５８に、ポスト５４，５４の各々が底面に露出する凹部と、半導体素子５６
の電極端子５６ａ，５６ａが底面に露出する凹部を形成した後、図５（ｄ）に示す様に、
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無電解銅めっき、スパッタ又は蒸着によって第２樹脂層５８の一面に薄金属層６０を形成
する。
　この薄金属層６０上に貼着したドライフィルム６２に、図６（ａ）に示す様に、パター
ニングを施した後、薄金属層６０を給電層とする電解銅めっきを施して、図６（ａ）に示
す様に、導体パターン６４，６４を形成する。
【００１４】
　次いで、図６（ｂ）に示す様に、ドライフィルム６２を剥離して露出した薄金属層６０
をエッチングによって除去し、導体パターン６４，６４間を絶縁する。
　更に、図６（ｃ）に示す様に、形成した導体パターン６４，６４を第２樹脂層５８によ
って樹脂封止して電子部品パッケージ７０を形成する。
　この電子部品パッケージ７０を、図６（ｄ）に示す様に、支持板４０から剥離する。こ
の剥離の際に、剥離層４２をアクリル系樹脂によって形成している場合には、１８０℃以
上に加熱して支持板４０を剥離でき、剥離層４２をノボラック型フェノール樹脂によって
形成している場合には、剥離液で剥離できる。
　支持板４０から電子部品パッケージ７０を剥離したとき、図５（ｄ）に示す様に、シー
ド層４４が付着している。このため、電子部品パッケージ７０に付着しているシード層４
４を、エッチングによって除去した後、第1樹脂層４６を除去することによって、図６（
ｅ）に示す電子部品パッケージ７０を得ることができる。
　かかる電子部品パッケージ７０では、半導体素子５６の電極端子５６ａ，５６ａの各々
と、半導体素子５６の厚さと等しく形成したポスト５４とが、樹脂層６４に封止された導
体パターン６４によって電気的に接続されている。
【００１５】
　図６（ｅ）に示す電子部品パッケージ７０では、半導体素子５６とポスト５４とが同一
厚さであるため、実装基板に実装する際には、図７に示す様に、実装基板６８にポスト５
４，５４と接続される所定高さのパッド６６，６６が形成されている。
　また、図８に示す様に、複数の電子部品パッケージ７０，７０・・を積層することがで
きる。この場合には、電子部品パッケージ７０の各々に、その第２樹脂層５８を貫通して
、導体パターン６４に一端が接続されたヴィア７２の他端側に、所定高さのパッド７４を
形成する。
【００１６】
　図１～図６に示す支持板１０，４０としては、シリコン又はガラスから成る支持板を用
いているが、ステンレス、銅、ガラスエポキシ樹脂又はセラミックから成る支持板を用い
てもよい。
　また、支持板１０，４０に凹部１６，１２，５０，５２を形成する際に、サンドブラス
トによって形成しているが、ウエットエッチングやドライエッチング或いは機械加工によ
って形成してもよい。特に、支持板１０として、シリコンから成る支持板１０を用い、電
子部品用凹部１２とポスト用凹部１６との各々を、ＳＦ６ガスやＣＦ４ガス等を用いたド
ライエッチングによって形成することが好ましい。
　更に、支持板１０，４０に複数の電子部品用凹部１２，５０を形成し、複数の電子部品
が複数の凹部内に挿入された電子部品パッケージを形成してもよい。
　尚、ポスト用凹部１６，５２には、金属を充填しているが、導電性樹脂を充填してもよ
い。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係る電子部品パッケージの製造方法の一例について、その一部の工程を
説明する工程図である。
【図２】本発明に係る電子部品パッケージの製造方法の一例について、図１に示す工程に
続く工程を説明する工程図である。
【図３】本発明に係る電子部品パッケージの製造方法の一例について、その残部の工程を
説明する工程図である。
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【図４】本発明に係る電子部品パッケージの製造方法の他の例について説明する工程図で
ある。
【図５】本発明に係る電子部品パッケージの製造方法の他の例について、その一部の工程
を説明する工程図である。
【図６】本発明に係る電子部品パッケージの製造方法の他の例について、その残部の工程
を説明する工程図である。
【図７】図５及び図６に示す電子部品パッケージの製造方法によって得られた電子部品パ
ッケージを実装基板に実装した状態を説明する説明である。
【図８】本発明に係る電子部品パッケージの製造方法の他の例で得られた複数の電子部品
パッケージを積層した状態を説明する説明図である。
【図９】従来の電子部品パッケージの製造方法の工程を説明する工程図である。
【符号の説明】
【００１８】
１０，４０  支持板
１２，５０  電子部品用凹部
１４，１５，１７，１９，６２  ドライフィルム
１６，５２  ポスト用凹部
１８，４２  剥離層
２０，５４  ポスト
２２，５６  半導体素子（電子部品）
２２ａ，５６ａ　電極端子
２４，４６  樹脂層
２６，６０  薄金属層
２８，６４  導体パターン
３０，７０  電子部品パッケージ
３２，７２  ヴィア
３４  電子部品
４４  シード層
６６，７４　パッド
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